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給与明細の作り方 
 STEP３;給与から差し引く雇用保険の額 
 

     ここでは給与明細のうち、この部分の記載方法を解説します。 

 

        
    

 

             雇用保険についての基本 

          

      所定労働時間が「週 20 時間以上」で「今後 31 日以上の今後の雇用見込み」がある 

従業員が加入できます。 

 

     そもそも雇用保険は“労働者”が失業した場合に必要な給付を行うためのものです。 

 

よって、そのような配慮を行う必要のない「社⾧と同居の配偶者」は雇用保険には 

加入できません。 

 

配偶者でなくても、会社の取締役・役員は原則として雇用保険に加入できません。 

但し、中には取締役であると同時に「従業員としての役割」もこなしているような 

場合は一定の手続きをすれば加入できます。 

 

 

 

ポイント１ 
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            「給与の締日が基準」、と「その都度計算」というルールについて 

          

    月末日を基準とする健保・厚生年金とは違い、雇用保険料は給与計算の締め日時点で 

考えます。つまり、締め日時点で従業員が加入者かどうかで雇用保険を給料から 

差し引くかどうかが決まります。 

差し引く金額は健保・厚生年金とは違い、その都度発生する給与の金額に料率をかけて 

計算します。 

 

では、具体的に見てみましょう。 

         ↓  ↓  ↓ 

  （例１;15 日締） 

 

 

 

 

 

                           

                           

                           

   

 

  （例２;末締め）     

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

3／16 
4／15 

(締め日) 

4／25 

(給料日) 

Ａ 

4/1から雇用保険に加入した私。 

4/15の給料締め日現在で 

「雇用保険加入」状態なので、 

4/25にもらう給料でさっそく、 

雇用保険料が差し引かれます！ 

４月１日から雇用保険に 

加入することになった、 

従業員Ａさん 

5／15 

(締め日) 

5／25 

(給料日) 

3／1 
3／31 

(締め日) 

4／10 

(給料日) 
Ａ 

4／30 

(締め日) 

4/10にもらうお給料。 

締め日は 3/31です。 

私が雇用保険に入ったのは 

4月なので、3/31の締め日の 

時点では「未加入」状態です。 

 

なので、4/1から雇用保険に入る手続きをした 

私は、4/30の時点なら「雇用保険加入状態」 

なので、5/10にもらうお給料から雇用保険料が 

差し引かれます。 

ポイント 2 
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では、実際に給料明細の雇用保険料の欄を記入しましょう。 

 

 

① まず、厚生労働省のサイトなどで 

「最新の雇用保険料率」を確認しましょう。 

 

そして、この部分の数字を確認します。 

 ※農林水産業と建設業は下欄です。 

   ↓   

 
 

 

 

② 次に、給与明細のこの部分の金額を確認します。

通勤費も含めた支給合計額が基準です。 

 

この部分の金額に、上記①で確認した雇用保険料率 

をかけます。 

左の例では 190,500 円 × 3／1000＝571.5 です。 

 

端数は 0.5 円以下は切り捨て、0.51 円以上は 

切り上げますので、この場合は 571 円が給与から 

差し引く雇用保険料となります。 

 

 
これで「控除」のうち雇用保険料についての基本形は完成です。 

 

 


